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 経緯について付け加えますと、３ページ目の「６．用語の定義」でございますけれども、こ

こにつきましては、例えば「環境社会配慮」という言葉に関する定義、それから、「スクリー

ニング」や「スコーピング」に関する言葉の定義、そういったものも書き込んでみてはどうか

というご意見もいただきました。それから、例えば「案件形成調査」と「フィージビリティ調

査」の定義のところは、これは原案では順序が逆であったように覚えております。それを、皆

様のご意見も踏まえ、理解のし易さを考えて組みかえております。 

 まず「１．基本理念」のところでありますけれども、ここは、このガイドラインをつくる背

景につきましてご議論をさせていただき、最後のパラグラフですけれども、「このような背景

から、我が国の貿易の振興と経済協力の促進を通じて、持続可能な社会づくりへ貢献すること
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 少し時間が厳しくなりましたけれども、ご意見をいただきたいと思います。 

 Ⅰ部、Ⅱ部通してと思いますが、まずⅠ部で何かございますでしょうか。Ⅰ部はおおむねこ

んなことでよろしいかと思います。もし文言等で気になるところがありましたら、そういった

ものもご指摘ください。 

 どうぞ、宮崎委員。 

○宮崎委員 Ⅰ部の２ページ目の３、「環境社会配慮の項目と環境社会影響の範囲」ここには
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も、これについては、私どもの改定委員会でも19回にわたって議論した中でこの文章になっ

てきた経緯がございますので、内容をお変えになるということであれば、それはジェトロの

方々がお変えになるということで、それは構わないのですけれども、一応ＪＩＣＡの私どもの

ガイドラインはこのまま入っているということだけ申し上げたいと思います。 

 以上です。 
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○事務局（藤崎） その方がいいですよね。逆に私は、今日の朝、実は電車に乗っていて心配

になったんですよ。「スコーピング」とああいうふうに定義しちゃったけれども、逆に…… 

○原科委員長 これは非常にわかりやすい。 

○松本委員 ＪＩＣＡもそうですけれども、特別にこのガイドラインで使っている意味合いを

匂わせていますから、そういう意味では、このガイドラインでスコーピングでいったときはこ

れですよということですから、一般的にアセスの世界でのスコーピングと少し違いがあっても、
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ですよね。それがセクターと規模で大分決まってくるんだと。 

○満田委員 了解しました。 

○原科委員長 だから、事業特性の中身を「（セクター及び規模）」としちゃうとそれだけに
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○高梨委員 そうですね。「影響を受ける個人や団体」とどんどん最後までジェトロ事業とい

うことになっているので、これはいかにもジェトロさんが事業を行うという、これが独り歩き

してしまうと誤解を与えるんじゃないでしょうかね。 

○原科委員長 提案事業ですよね、応募者の。 

○事務局（藤崎） これは、第Ⅰ部でございますので、案件形成調査だけではありません。例

えば私どもの貿易投資促進事業におきましても、先ほど申し上げたような、例えば開発輸入と
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がおっしゃったようなジェトロがやっ∵2-
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○高梨委員 ⑥、戻りますが、「スクリーニングとは」というところで、ここでは「ジェトロ

案件調査の個々の提案事業」という、普通はこっちの方を僕らだと思ったんだ。調査事業の事
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○石井企画部長 それ以外の白書を書くとか、文書情報を提供するとか。 
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はいかがでしょうか。実践事例、グッドプラクティス。 

 どうぞ。 
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○原科委員長 経産省はそれを使っているの。それはもう皆さんのご意見にお任せいたします。

意味はどのみち通じる。 

○原科委員長 中身はそう書いておいて、見出しをどうするかです。ステークホルダーを残し
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○高梨委員 英文に直した場合には、ジェトロのＣＳＲとして書いてある方が。 
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途上国の我が国企業とかということになるんでしょうから、括弧書きすればおさまりがいいん

じゃないかと思いますね。 

○原科委員長 それはそういう対応をして。対日投資の関係はどうしますか。 

○事務局（藤崎）知ないう∵ 
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すけれども、その趣旨に沿えば、必ずしも開発途上国限定ということではなくなってしまいま

すね。 

○原科委員長 今のは（１）のところですね。２つ目のパラグラフ。「また、企業から海外、

特に、開発途上国への進出」という、「特に」というのは、これはなくてもいいと。ない方が

いいということかな。 

 どうぞ。 

○石井企画部長 （１）ですけれども、「この情報をジェトロ事業を通じて提供する」で一旦

切って、「とりわけ開発途上国への進出に関する」というふうにすれば、この情報をジェトロ
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事業でやって、場合によっては現地企業にアドバイスすることもありますよということだった
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トかインか。それから、もう一つは、先ほど申し上げました開発途上国に限定なのか、先進国、

総じて世界なのかということと、それから、３点目は、これも申し上げましたけれども、いわ

ゆる限定的な環境問題対応対策の問題なんかは、多分、これまでの委員会の議論としては、も

う少し広い意味での企業責任であり、現地貢献でありという意味でのＣＳＲの問題が出てきた。

となると、これもやはり開発途上国の問題だけではないなと。あとそこでどう線引きをするか

ということになると、我々の事業量のウエイトからしても、それから、先ほど柳田部長が言わ

れたうちのミッションに照らしてみても、あくまでも開発途上国の進出日系企業、これがキー

ワードになるんだと思うんです。 

 となると、先ほど修正文を入れていただいた、いわゆる一旦その情報提供する、そして、と

りわけ開発途上国の進出日系企業、「さらには」、この「さらには」以降には、現地の公的機

関・企業も含まれてくるわけですから、それで全部読み取れるという気がするんですけれども、

いかがでしょうか。かつ、規範については、各国の法令国際規範ということで、必ずしも「除

く日本」とはなっておりませんから。 
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ふうにめりはりをつけるかというつけ方の問題だと思います。 
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 どうぞ、田中委員。 
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○高梨委員 １点だけ、戻りますけれども、情報公開のところで、先ほど「積極的に情報を公

開する」というふうになったということで、若干現地で報告書をまとめる立場で考えると、Ｊ

ＩＣＡ、ＪＢＩＣと違って、ある意味で国際約束が形で情報を集めてくるわけですけれども、

それを公開するということについてはジェトロさんの方では問題に…… 

○事務局（藤崎） 案件形成調査とは違いますので。これはＣＳＲです。 

○高梨委員 必ずしもこれは案件形成調査の方にはならない。 

○原科委員長 では、よろしいでしょうか。今日のところはこれでよろしいでしょうか。 

 それでは、そういうことで、随分意見をいただきましたので、また文章を直していただきま

す。 

 そうすると、段取りとしましては、次回が26日ですので、余り時間がありませんので、至


